
令和６年第４回 桑折町教育委員会定例会 会議録（要約） 
 
１．会議の概要 

開催日時：令和６年３月２２日（金） 午後 1 時３０分開会 午後２時２０分閉会 
場  所：桑折町役場 中会議室 
出 席 者：教育長 会田智康、教育委員 4 名（柴田宣広、鈴木キヨ子、小野紀章、長谷富子） 

欠 席 者：なし 
事務局等出席者：教育文化課長 長谷部清治、副参事 佐藤克彦 

書 記：主任主査兼こども教育係長 菅野健二 
傍聴人：なし 

 
２．教育長あいさつ 

午前中の小学校卒業式への出席に対する感謝と今年度最後の定例会であることの説明。 
本日 3 時から総合教育会議があることの案内。 

退任の挨拶として、3 期 9 年間の教育長職の振り返りとして、学力向上、ICT、英語、ふるさと
教育、特別支援教育、不登校対策、働き方改革などの施策を教育振興基本計画にまとめて実施する
ことが出来た。「15 歳を目指す姿」の実現に向けた取り組みへの感謝を述べ、新しい教育長のも
と、教育委員の皆様には、桑折の教育を間違いなく前に進めていただけると思っていることと、皆
様のご健康ご活躍をお祈り申し上げて御礼の挨拶があった。 

 
３．会議非公開の決定 

報告（３）および議案第９号について、教育長から「部外秘・個人情報に関わるため、非公開で
審議したい」との発言があり、委員に諮ったところ全員異議なく非公開とすることが決定された。 

 
４．報告事項 

(1)  教育行政報告 
長谷部教育文化課長から教育行政全般について報告が行われ、これに対する質疑はなかった。 
 

(2)  令和６年第２回桑折町議会定例会報告 

長谷部教育文化課長から「令和６年第２回桑折町議会定例会」の内容について報告があり、質
疑応答が行われた。 

 
柴田委員：条例改正における「放課後児童健全育成事業者」とはどのような人・団体を指すの

か質問。 
教育文化課長：学童保育を指し、児童福祉法改正に伴う主な改正内容として、安全計画の策

定、自動車運行時（送迎等）の安全確認の徹底、業務継続計画の策定（感染症発生時等の
保育継続体制）と回答。 

教育長：該当施設名の具体的説明を求める。 

教育文化課長：桑折町の対象施設として、児童館、3 地区の学童保育施設（子どもクラブ）、
民間施設「ぐらんま」の計 5 施設であり、家庭的保育事業等については町内に対象施設な
し。特定教育保育施設としては、醸芳幼稚園、醸芳保育所が対象。子ども家庭庁設置に伴
う厚生労働省からの所管移行による条文改正と回答。 

柴田委員：民間にも適用される条例か質問。 



教育文化課長：民間でも適用されると回答。 
 

(3)   中学生進路状況について（非公開） 
 
５． 議事 

(1) 議案第９号 桑折町文化財保護審議会委員の委嘱について（非公開） 
  （非公開で審議し、全会一致で原案のとおり決定） 

 
６．その他 

(1) 次回の定例会開催日程（予定）について 
定例会 ４月２４日（水）午後２時 役場 中会議室 

(2)  今後の日程について 
(3) その他 


